
労災医科診療行為マスタ　登録内容一部訂正
令和6年9月4日

診療行為
コード

省略漢字名称
変更
区分

訂正箇所 訂正前 訂正後 備考

施設基準コード（施
設基準②）

0 4046 【令和6年6月診療分から適用】

施設基準コード（施
設基準③）

0 4047 【令和6年6月診療分から適用】

101900260 身体的拘束最小化減算規定該当（入院基本料）（労災用） 5（変更） 病院・診療所区分 1 0 【令和6年6月診療分から適用】

5（変更）看護補助体制充実加算３（療養病棟入院基本料）（労災用）101900250


